
 第１３号議案  

 

 

亀岡市自転車等駐車場条例の一部を

改正する条例の制定について  

 

 亀岡市自転車等駐車場条例（平成１７年亀岡市条例第４５号）の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。  

 

   令和元年９月２日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  

 

 亀岡市自転車等駐車場条例（平成１７年亀岡市条例第４５号）の

一部を次のように改正する。  

 

 第３条の表中  

「  

              を  

             」  

「  

             

                         に改める。  

 

                        」  
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亀岡市追分町谷筋１１番  

 

亀岡市追分町谷筋４番、４番３、７番、７番３、  
７番４、１１番、１１番２、１２番２、１３番２  
及び１３番３  

 



 別表第１中  

「  

 

                        を  

 

                       」  

「  

 

 

                        に改める。  

 

 

                       」  

 

   附  則  

 

 この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。  
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円 

150 一般 
円 

2,000 

円 

3,700 

円 

5,200 

100 一般 1,000 1,900 2,600 

 

円 
 

200 

一般 
円 

3,500 
円 

6,400 
円 

9,100 

学生 3,200 6,100 8,600 

150 
一般 2,500 4,600 6,500 

学生 2,300 4,400 6,200 

 



亀岡市自転車等駐車場条例の一部を

改正する条例案要綱  

 

 

１  ＪＲ亀岡駅北口自転車等駐車場の設置位置を次のとおり改正す

ること。  

 

現 行 亀岡市追分町谷筋１１番 

改正後 
亀岡市追分町谷筋４番、４番３、７番、７番３、７番４、
１１番、１１番２、１２番２、１３番２及び１３番３ 

 

２  ＪＲ亀岡駅北口自転車等駐車場の使用料を次のとおり改正する

こと。  

 

種別 

駐車料金 

一時使用 
定期使用 

対象者／月 1月 2月 3月 

現 行 

自動二輪車及び
原動機付自転車 

150円 一般 2,000円 3,700円 5,200円 

自転車 100円 一般 1,000円 1,900円 2,600円 

改正後 

自動二輪車及び
原動機付自転車 

200円 

一般 3,500円 6,400円 9,100円 

学生 3,200円 6,100円 8,600円 

自転車 150円 

一般 2,500円 4,600円 6,500円 

学生 2,300円 4,400円 6,200円 

 

３  この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内にお

いて規則で定める日から施行すること。  
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